
介護保険制度３年後の課題＊

―家族介護者のエンパワメントの必要性―

大 和 三 重＊＊

はじめに

２０００年４月に介護保険制度が実施されてから３

年が経過した。２００３年は市町村の第２期介護保険

事業計画が始まる年で、実施５年後の本格的な制

度の見直しを前に介護報酬の改定や介護保険料の

見直し作業がすすめられた。本論文では、「走り

ながら考える」といわれた介護保険制度の施行か

ら３年がたち、利用者、サービス事業者をはじめ

保険者や厚生労働省もふくめて試行錯誤の期間を

経て「制度導入後のひとつの節目を超えた」（高

齢者介護研究会，２００３）とされる今、見直しに

よって介護保険制度が本来目指すところの高齢者

本人の選択による契約や自立の促進、および在宅

福祉の推進がより一層進歩を遂げたのかどうかを

見届けたい。在宅福祉の推進には家族介護者の存

在が欠かせないことをどれほどの認識をもって制

度の見直しにあたったのか、実際に家庭で家族を

介護する者たちは一体どのような実感をもってい

るのか、筆者が関わった家族介護者のグループか

らフォーカスグループインタビューを通じて、そ

の実態を明らかにする。その上で、家族介護者の

エンパワメントの必要性と介護保険制度の今後に

ついて論じる。

第１章 介護保険制度

第１節 介護保険制度の理念

高齢化の進展とともに寝たきりや痴呆などに

よって介護の必要な高齢者の数も増加し、こうし

た要介護高齢者を支えるにはこれまでのように家

族だけでは限界があり、社会全体で担う必要性が

唱えられてきた。高齢化は今後さらに進み、社会

的、経済的な要因だけでなく家族形態の変化や老

親扶養の考え方の変化もあいまって現状のままで

は増加する要介護高齢者のニーズに応えることは

難しい。そこで介護の財源を確保し、公的な制度

として要介護高齢者を支えていく仕組みが必要と

されたのである。１９９７年の介護保険法制定以来介

護サービス体制を整えるべく準備がすすめられた

上で２０００年４月の施行にいたったとされるが、果

たしてそうであろうか。施行後も様々な変更が加

えられ、制度が実施されてからも不確定要素が多

く、根幹にふれる問題すなわち社会保険方式か税

方式かの選択について十分な論議がなされないま

ま見切り発車をしたとの批判も根強くある（二

木，２００１；伊藤，２００１）。本論文では介護保険制

度の理念やねらいを確認し、その課題を家族介護

者の視点から明確にすることを目的とするため、

介護保険制度の財源について議論することはしな

い。ここではまず介護保険制度発足の理念につい

て述べる。

１．自立支援

介護保険法では要介護高齢者が「その有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

う」必要な保健医療サービスおよび福祉サービス

を提供することを定めている（第１条）。厚生労

働省はこの自立支援の理念について「単に介護を

要する高齢者の身の回りの世話をするということ

を超えて」『高齢者の自立支援』を理念に掲げて

いる」（厚生白書，２０００，p.１２９）と記している。

たとえ要介護状態となって入浴、排せつ、食事等

の介護や看護、医療を要するようになっても、本

人が望む場合には住み慣れた地域での生活が可能

となるよう自立を支えるとの考え方である。高齢
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者の多くは、できることなら住み慣れた地域で最

後まで暮らすことを希望しており、その生活スタ

イルを実現させることが自立の支援に他ならない

のである。その意味では高齢者の日常生活を支え

る在宅福祉の充実が最重要課題であるとの認識は

共有されているはずである。

２．共同連帯

従来、要介護高齢者への介護サービスは老人福

祉法に基づく行政の措置として行われてきたもの

であり、介護サービスの内容も行政によって決定

され提供されてきた。しかし、これでは普遍化し

多様化する介護ニーズに応えることはできず限界

がみえてきたことや介護をめぐる問題が増々深刻

化してきたことなどによりこれらの課題に対応す

る新しい仕組みが求められた。すなわち、介護は

一部の限られた人だけの問題ではなく、多くの国

民が直面する問題として認識し、そのための財源

を国民が等しく負担することが必要とされた。介

護にかかる経済的・社会的・精神的・身体的負担

は介護が必要になった高齢者とその家族のみに降

り掛かる問題ではなく、国民全体が分かち合い共

同連帯の体制を築く必要性が唱えられたのであ

る。保険料を支払うのは４０歳以上の国民であるが

その中には当然６５歳以上の高齢者自身も第１号被

保険者として含まれ、保険料の支払いに加え、利

用料の１０％を支払う応益負担方式が採用された。

一方、これらの保険料に加えて財源の５０％は公的

資金が投入されたことによって、わが国の介護保

険制度はより公的な色彩の濃い社会保険制度とし

ての特徴がある。

第２節 介護保険制度のねらい

介護保険制度には主に以下の４つのねらいがあ

るとされている。

１．高齢者やその家族による自由な選択

２．多様で効率的なサービスの提供

３．ケアマネジメントによる保健・医療・福祉

サービスの統合的な提供

４．社会的入院の解消による医療費の効率化

１．高齢者やその家族による自由な選択

これまでは老人福祉制度に則り、行政の措置制

度を基本として公費によるサービスの提供が行わ

れていた。したがって高齢者やその家族に選択の

余地はなく、高齢者やその家族の経済状態によっ

て利用が制限され、利用料も決められていた。低

所得者を対象としたサービスというイメージはど

うしても払拭しがたく高齢者やその家族のなかに

は利用に抵抗を感じる者も多かったのである。し

かし、介護保険制度は「措置」から「契約」へ変

換し、これまでのように行政がサービスの提供責

任を負うのではなく、様々な事業者が契約に基づ

いてサービスを提供し、高齢者やその家族はその

中から選択し、契約をすることによってサービス

を利用することになった。その意味で一部の高齢

者に限られると思われていたサービス利用を誰も

が利用する普遍的なものへと発展させることをね

らいとしたのである。

２．多様で効率的なサービスの提供

これまでのように地方自治体や、社会福祉協議

会、社会福祉法人など行政による委託を受けた事

業者によるサービス提供だけではなく、民間企業

や NPOなどの多様な提供主体を加えることに

よって画一的なサービスから脱却し、市場原理の

導入による効率的で質の高いサービス提供を目指

すこととされた。すなわち、多様化する利用者の

ニーズに対応するには行政主導のサービスだけで

は不十分であることへの対策であり、福祉領域へ

市場原理を導入することで、これまで考えられな

かった社会資源の効率的な利用や業者間の競争に

よるサービスの質の向上を促そうというねらいで

ある。

３．ケアマネジメントによる保健・医療・福祉

サービスの統合的な提供

要介護高齢者は疾患や障害をもっているため保

健・医療との連携が重要であることはいうまでも

ない。従来は縦割りの仕組みになっており、それ

ぞれのサービスは独自に提供されていた。しかし

制度間の利用料に不均衡さが目立ち、例えば在宅

系サービスの場合、同様のサービス内容であって

も訪問看護の方が訪問介護より利用者負担が軽く

なることもあった。従来のように個々のサービス

事業者との関わりだけでは、サービスの重複や欠

落などが発生し、事業者間の連携も困難であっ

― ―１８０ 社 会 学 部 紀 要 第９６号



た。とりわけ、要介護者の多くが望む在宅でので

きるだけ自立した日常生活を、トータルに支援し

ていくには、個々の施設／機関による取り組みで

は対応できないことが明らかである。したがっ

て、ケアマネジメントの手法により一つの窓口を

通して介護保険という特定の制度のなかで、本人

の日常生活のニーズに応じた保健・医療・福祉の

サービス内容を調整することがねらいである。

４．社会的入院の解消による医療費の効率化

従来の老人福祉制度のなかで高齢者の介護ニー

ズに対応していくには自ずと限界があることは先

に述べたとおりである。そのため、高齢者福祉施

設への入所ができない要介護高齢者のなかには医

療施設で対応してきた現実がある。治療の必要の

ない要介護高齢者が在宅や施設で介護できないた

めに病院に長期入院する「社会的入院」が大きな

社会問題となっていたのである。本来病院に入院

する必要のない者が入院することによって医療費

の支出が膨大化しているという指摘である。例え

ば、高齢者が平均的な厚生年金受給者で子供が年

収８００万円程度の世帯では、入所にかかる費用は

特別養護老人ホームの場合１か月２０万円弱だが、

病院に社会的入院している場合は１か月５０万円の

負担となっていた。介護に必要な部分は介護保険

で賄うこととし、このような患者を生活施設であ

る特別養護老人ホームへ入居できるようにする、

老人保健施設に入所してリハビリ訓練によって自

宅復帰を可能にする、在宅福祉サービスを利用し

て家庭で暮らせるようにする、などの方策によっ

て、本来の目的に応じた社会保障制度を整えてい

くというねらいである。

以上のような理念やねらいをもって介護保険制

度が２０００年４月に実施されたのであるが、果たし

てその理念やねらいはどの程度実現されているの

であろうか。次章では本年度の介護報酬の見直し

に伴い、各市町村で実施された調査のなかから介

護保険実施後の家族介護者の状況を中心に論じる。

第２章 家族介護者の現状

第１節 介護保険制度の導入による影響

介護保険制度は在宅福祉を推進することをねら

いとしていることは前章で述べたとおりである。

制度の導入後、家族介護者への負担に変化がみら

れたのであろうか。厚生労働省の調査結果をみる

と、２０００年４月以前からサービスを利用していた

者の現在の制度に対する評価では「家族の介護負

担が軽くなった」、「気兼ねなく利用できるように

なった」。「（ケアマネジャー等に）要求・苦情を

言いやすくなった」という回答が多いと報告して

いる。

図１に示すようにその結果は一見介護保険によ

る家族介護者の負担が軽減されたようにみえるが

果たして本当にそうなのであろうか。この種の調

査結果は一様に介護保険のサービスを利用するこ

とによって介護者の状況は好転したと解釈するも

のが多い。保険者である地方自治体の調査にも同

様の結果が見られる（読売新聞，２００３．３．４）。し

かしこのような調査報告をもとに介護保険の評価

を結論づけてよいのであろうか。例えば、介護保

険サービス利用によって「介護に関わる時間が増

えた」３．１％、「身体的にきつくなった」３．０％、

「精神的にきつくなった」４．９％、「時間に余裕が

なくなった」２．９％、「経済的に苦しくなった」

７．０％という結果（複数回答）（神戸市，２００３）を

どのように解釈するのか。全日本民医連（２００１）

の調査では介護保険が実施されて介護負担が増え

たと回答した人が２５．４％を占めており、介護負担

の減った人の２倍近くにおよんでいるという結果

もある。厚生労働省や地方自治体の調査では、全

体として家族介護者の負担は軽減されたと理解さ

れているが、家族介護者の実感はこの解釈とかけ

離れており介護保険制度やサービスへの不満、行

政への要望をどうすればよいのか苦悶しているの

である。

介護保険の導入によって顕著に見られる傾向は

施設入所志向の高まりである。本来のねらいとは

裏腹に在宅で介護し続けることより介護老人福祉

施設（特別養護老人ホーム）に入所する方に割安

感が強く（高齢者介護研究会，２００３）、２４時間３６５

日の介護を強いられる在宅より介護や看護の専門

職のいる施設に預ける方が安心である。例えば要

介護度５の高齢者を自宅で介護すると月額の利用

限度額は３５８，３００円で利用料の１０％負担をすれば

３６，０００円弱であるが、訪問介護サービスによる身
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体介護や生活介護に加え、訪問看護サービス、電

動式ベッドや車いすなどの福祉用具貸与の料金、

デイサービスやショートステイといった通所系の

サービスを利用すると、限度額は一気に超え、超

過分は全額自己負担となってしまう。在宅で介護

するためには住環境の整備は不可欠であり、段差

の解消や手すりの取り付けなどの費用には原則２０

万円までしか介護保険の枠内では使えない。住宅

改修をこの金額内で済ますことができるケースは

それほど多くない。したがって、在宅で介護する

場合には利用料の１０％では全く収まらず、予想以

上の金額を投じる必要がでてくるのである。それ

でも今後の介護について「自宅で介護しながら必

要に応じてデイサービスやショートステイを利用

したい」が４１．９％で最も多く、介護サービス利用

による在宅介護希望が介護者の７３．１％を占めてい

る結果（神戸市，２００２）をみると、介護サービス

の利用可能性によって在宅介護の継続が左右され

ると言っても過言ではない。

先にも述べたように介護の問題は一部の高齢者

やその家族に限られるのではなく、いずれ自分達

にも関わる問題としての認識にたち、今後ますま

す増加すると思われる要介護者のニーズに応える

ためには「社会全体で支える仕組み」が必要であ

り、それに基づいて国民の皆が応分の負担を担う

ことをねらいとした。しかし、これについては、

厚生省（現厚生労働省）は「介護の社会化」をね

らいとしたというより、老人福祉制度廃止による

公費の支出削減と医療保険財政を立て直すことが

本当のねらいだったとの指摘もある。（伊藤，

２０００）このように介護保険制度の導入は必ずしも

在宅福祉を推進しているとは言いがたい状況がある。

第２節 含み資産としての家族介護者

高齢者ができるだけ住み慣れた地域で自立した

生活を送るためには地域の福祉力が高く、本人の

日常生活の細々としたニーズにまで対応できる環

境が求められている。介護保険の導入にあたって

図１ 現在の制度に対する評価（複数回答）

資料：厚生労働省「定点市町村における調査結果」
平成１３．９．２８ 全国介護保険担当課長会議資料
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は、従来の家族介護者だけに負担を押し付けるの

ではないことが前提であったため、要介護認定に

関しても家族の有無が認定に影響を与えないよう

に指導されてきた。すなわち高齢者本人の身体状

況が最も優先されたのである。しかし、実際には

家族というインフォーマルなシステムがなければ

在宅介護はあり得ないのである。実際に、在宅の

要介護者の要介護度が重度になるほど主たる介護

者がおり、要介護度３以上では２６．６％に主たる介

護者がいる一方、主たる介護者がいないなかで在

宅生活をしている人は４．８％に過ぎない（神戸市，

２００２）。このように要介護度が高くなればなるほ

ど介護ニーズは高くなり、食事・排せつ・入浴・

移動などの行為すべてに介助が必要になる。その

場合、先にも述べたように介護保険内で使用でき

るサービスの限度額が設定されているため、全て

を介護サービスで賄うことはできないのが実情で

ある。足りない部分をどのように補うかといえ

ば、選択肢は限られてくる。全額自己負担でサー

ビスを利用するか、家族に援助を求めるか、必要

な援助を諦めるかである。在宅で要介護高齢者を

支援する際、要介護度が重度でなくても痴呆等に

よる徘徊で目が離せない、夜間不眠で介護者も眠

れない、暴言や暴力または大声など介護への抵抗

がある、等により介護が非常に困難な状況が見ら

れる。高齢者のみの世帯では期待される支援を家

族が提供できない状況が発生することは容易に推

測でき、こうした介護負担からストレスがたま

り、追いつめられると家族介護者による虐待とい

う最悪の事態もありうるのである。

第３節 家族介護者の声

実際に在宅で高齢者を介護している家族がどの

ような状況におかれているのか関西の A市にお

ける家族介護者にフォーカスグループインタ

ビューを行った（２００３年５月２６日）。以下の表は

「介護者の会」設立に向けて集まった有志が切実

に感じている現状の課題をまとめたものである。

以上のフォーカスグループインタビューの結果

からも分かるように、介護保険の導入によって家

族介護者の負担が軽減されたとする厚生労働省の

調査結果からは想像もできないような重い負担を

強いられている家族がいる。要介護度に関わら

ず、在宅で介護を続けていくには家族だけでは到

底困難であるといえる。在宅を続けるための条件

は介護する家族もできるだけ負担を少なくし、余

裕をもって介護にあたることである。それによっ

てはじめて先の見えない長い介護であっても高齢

者本人とともに協力して毎日を乗り越えていくこ

とができるのである。そのためには、ホームヘル

パーや訪問看護サービスを利用するだけでなく、

できるだけ高齢者本人も外出し他の高齢者や施設

表１ 家族介護者の現状

介
護
者
年代

要介護高齢者
の年代

介護の状況
介護
期間

在宅介護で困ったこと（困っ
ていること）

Ｂ５０代 父：８４歳
リュウマチ
母：８２歳

父：介護老人
保健施設に入
所中

３年 父親は寝たきりで首から下を
動かすことができず全介助の
状態。そのため介護老人保健

母：病院に入
院中
遠距離介護

施設では通常認められていな
い付き添いを雇っているた
め、父親の介護費用だけで１
か月５０万円要する。それでも
退院勧告を受けている。今の
施設の現状はおかしいと思
う。遠距離のため病弱な母親
が退院した場合、父親まで在
宅では介護できない

Ｃ５０代 母：８３歳
アルツハイ
マー病

在宅 ７年 病院側から在宅に戻るために
胃ろうを勧められた。何とか
食事を経口摂取できるように
するには家族がつきっきりで
介助しなければならず、仕事
を辞めざるを得なかった。８０
日間の入院中、毎食介助に
通ったお陰でようやく食事が
口から採れるようになった。

Ｄ６０代 母：享年８２歳
パーキンソン
病

在宅介護の
後、病院で死
亡

７年 胃ろうと気管切開のため、デ
イサービスやショートステイ
サービスの利用を拒否され、
休む時間が全くなかった。入
院してからも１日中付き添い
を求められ、入院中の食事も
自宅から持参するように指示
された。結局病院で夜中に痰
を喉につまらせて亡くなった
のが悔やまれる。介護保険で
は重度の要介護者ほど苦しく
なったと痛感する。特別養護
老人ホームも１日１万円を出
せば入居許可してもよいと言
われ、義憤を感じている。

Ｅ６０代 父：享年９０歳
結核
母：８９歳

父：病院で死
亡
母：介護老人
保健施設の入
退院を繰り返
し中（その後
９月に死亡）

５年 父の病気（結核の再発）のた
め２８か所の病院から入院拒否
された。唯一受け入れてくれ
た病院は１日１万円の個室の
みで補償金５０万円に寄付金１０
万円を別途支払い、入院中も
何かと別料金での支払いを請
求され、結局初歩的な医療ミ
スで亡くなった。母には父の
ような辛い体験はさせたくな
い。

Ｆ７０代 母：享年９５歳
老化および骨
折

自宅で死亡 ６年 思いやりの大切さを頭では分
かっていたが、毎日の繰り返
しの生活の中で心も体も疲れ
きってしまった。その後落ち
着いたが、胃ろうをしてから
はデイサービス等施設の利用
を拒否され、外出の機会も少
なくなってしまった。
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職員など家族以外の他者と交わることも大切であ

ると同時に、家族介護者には２４時間３６５日の介護

から解放される時間が必要である。すなわちデイ

サービス・デイケア・ショートステイなどの通所

系サービスを活用することが必須になる。しか

し、上記の結果からも分かるようにフォーカスイ

ンタビューに参加した家族介護者の複数がこの通

所系サービスの利用が困難であったと訴えてい

る。つまり、彼女らの介護する高齢者は胃ろう、

気管切開などホームヘルパーでは扱えない医療的

ケアの類に属する身体状況があり、そのことが通

所サービスの事業所から敬遠される原因となって

いるのである。この医療的ケアは医師法などに

よって看護師や医師のみが行えるものでホームヘ

ルパーには禁止されている行為であるが、痰の吸

引や褥瘡のケア、摘便、胃ろうによる栄養補給な

ど在宅で介護をする際には頻繁におこなわなけれ

ばならないものである。２００３年５月に厚生労働省

の「看護士等による ALS患者の在宅療養支援に

関する分科会」が ALS（筋萎縮性側索硬化症）患

者に対する吸引行為について一定の条件下でホー

ムヘルパーなど家族以外の者にも吸引を認める報

告書をまとめたことからも推察されるように、家

族や医療職以外の者による痰の吸引行為の必要性

が認識されたのである。しかし同様のニーズがあ

るにも関わらず ALS患者の場合のみに限定される

ということはどうしても理解しがたい。またその

行為を痰の吸引に限って議論していることも問題

である。医療職が常時ケアに当たれる訳ではな

く、彼らに限られることによって家族への負担が

増大し、在宅介護が非常に困難になっていること

は ALS患者に限ったことではない。しかも、前

述のように医療職に限られることによって、特別

養護老人ホームのデイサービスやショートステイ

など通所系サービスも受け入れを拒否する傾向が

強く見られる。

第３章 家族介護者のエンパワメント

第１節 エンパワメントの考え方

エンパワメントは、社会的な相互作用によって

個人的あるいは相互関係的なパワーを生み出すこ

とができるという視点にたっている（Solomon，

１９７６）。和 気（１９９８，p.１５４）は Torre（１９８５）の

エンパワメントの原理を引用して次のように述べ

ている。「エンパワーメントは支持（support）と

相互援助（mutual aids）、そしてその人がもつ考

え方や経験が正当化（validation）されるような

他者との相互交流をとおして達成され、そのなか

でもとくに考え方や経験に対する正当性の付与

が、自尊心や自信、あるいは自己有用感を高める

のに肝要である」。ここでいう他者は専門家であ

る必要はなく、相互作用において、その人の経験

やものの考え方さらには感覚が共有され、共感を

基盤とする「正当化」が図られることが重要にな

るのである。そしてこの関係性は１対１よりもグ

ループダイナミックスを活用することでさらに強

化されるのである。

このようにエンパワメントは小グループによる

活動で最も達成されやすいとされ、（Gutierrez，

１９９０；Garvin，１９８５；Hirayama & Hirayama，

１９８５）これまでもエンパワメント志向の実践がグ

ループ活動をとおして試みられている。（大和，

２００３）

第２節 エンパワメントの実際

１．家族介護者の会が設立されるまでの経緯

A市の西部に位置するこの地域では、１９９７年か

ら地元の社会福祉協議会によって在宅で高齢者を

介護している家族を対象に「在宅介護者リフレッ

シュ事業」を開催し、講演会や昼食、レクリエー

ションなどのプログラムを年に１度提供してき

た。２０００年から２００２年にかけては「在宅介護者交

流会」をシリーズで開催し、とくに家族介護者同

士の交流に重点をおいた企画を行ってきた。その

結果、年に１度のイベントに参加して別れるとい

うだけでなく、互いに顔見知りになる介護者が増

加してきた。このころ社会福祉協議会が介護者の

会の設立を呼びかけたが時間の余裕がないという

理由で実現にはいたっていない。

ところが２００２年に地域のボランティアグループ

から介護者支援の申し出があり、介護者の有志、

ボランティアグループ、社会福祉協議会の３者が

介護者の会設立に向けて再び動き出した。その

際、介護者９６名にアンケートを送付して介護者の

会結成に向けてニーズ調査を行ったところ６３名か
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ら回答があった。（回答率６５．６％）その結果、「入

会したい」と答えた人が３５名（５５．６％）、「どちら

ともいえない」２１名（３３．３％）、「入会したくな

い」３名（４．８％）、「そ の 他」４名（６．３％）で

あった。「入会したい」あるいは「どちらともい

えない」と答えた人の中で、会に期待する内容は

①「介護に役立つ話」３６名、②「施設見学」２２

名、③「おしゃべり」１８名が上位を占めており、

介護への知識や情報を欲しているだけでなくお

しゃべりや楽しい行事など自らの気分転換を求め

る声が多いことが分かる（図２）

２．家族介護者の会活動内容

家族介護者の会を結成してからこれまで月１回

の活動を実施している。その内容は以下の通りで

ある。

２００３年６月 「介護者の会」設立総会および講演会

７月 「施設職員から介護の体験談を聞く」

講師：ケアマネジャー

８月 「施設見学」地域の特別養護老人

ホーム訪問、質疑応答：デイサー

ビス職員

９月 「虚弱な高齢者の食事と栄養」講師：

管理栄養士

１０月 「おしゃべり会」仲間の経験談を聞く

１１月 「介護技術講習」講師：理学療法士、

作業療法士

１２月 「高齢者に多い救急の病気・事故」

講師：消防署救急係

これらの活動内容は世話人会によって企画され

る。世話人会とは現役の介護者もしくは OB６人

とボランティアグループの代表１人によって構成

される。それぞれ会長、副会長、会計、会計監

査、世話人の役割を担い、月１回会合をもち、交

流会の企画を行うとともに、前回の感想や反省を

分ちあい今後の活動に活かす役割を担っている。

さらに、３か月に１度の会報の発行は交流会に参

加できない家族介護者も含めて情報交換のツール

となっており、編集はボランティアグループが担

当している。

３．セルフヘルプグループの意義

「介護者の会」のメンバーはそれぞれ高齢者を

自宅で介護していたり、過去に在宅で介護した経

験がある人たちで構成されている。すなわちこの

図２ 介護者の会に期待すること

「介護者の会 結成に向けて」アンケート結果より
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会は Torre（１９８５）の指摘するところのメンバー

がもつ考え方や経験が正当化されることのできる

相互関係が生まれる場であり、そこでは介護にま

つわる様々な辛い体験や施設／サービス／担当者

への不満、制度への疑問、やり場の無い怒りなど

が分かち合われ共有される。そして共感を得るこ

とによって、在宅介護に苦しんでいるのは自分だ

けではなく、また時として投げ出したくなるよう

な感情を覚えることも非難されることではないと

気付くのである。とりわけ社会との交流が希薄に

なり孤立しやすい環境にある家族介護者にとって

自らの境遇や要介護者の将来を悲観的に受け止め

ることが多く、自己肯定や他者からの積極的な評

価が重要な役割を果たすと考えられる。

三原（１９９９，p.４８）はセルフヘルプ活動につい

て「同じような苦しみや悲しみを経験したり、問

題を抱えている人々が、互いを理解し、助け合い

ながら、それぞれの問題の解決を目指していく活

動」と定義し、セルフヘルプ活動には以下の特徴

があることを明らかにしている。

①認知の再構成：セルフヘルプ活動を通して、メ

ンバーが今まで抱いていた問題に対する認識が

変わり、その経験を通して問題解決に向かうた

めのエネルギーが生まれてくる。自分だけが苦

しみ悩んでいるという絶望感をもっている状態

からセルフヘルプ活動に参加することで他の多

くの介護者の状況を知るようになる。自分ひと

りが悩んでいるのではないと再認識し、要介護

高齢者のために何ができるか他の介護者ととも

に考えるようになる。

②生活技術の学習：メンバーはセルフヘルプ活動

を通して、自分たちが抱える問題に対応するた

めの生活技術を学ぶことができる。脳卒中の後

遺症で片麻痺になった要介護高齢者の食事、入

浴、排せつ、着脱、移動の方法や、痴呆症の高

齢者へのコミュニケーションの取り方など様々

な介護の仕方、治療経過の観察の仕方、ケアマ

ネジャーやヘルパーの活用の仕方、社会資源の

情報入手の仕方などを学習することができる。

③情緒的サポート：メンバーが互いに励ましあ

い、苦しみや喜びの感情を共有したり、否定的

な感情を吐露した場合にもそれを受け止めるよ

うな情緒的サポートが得られる。当事者でなけ

れば分からない精神的な負担、ストレス、やる

せなさ、無力感、絶望感、怒り、焦燥、ささや

かな喜びなどに共感し、受容する土壌が育てば

大きな支えになる。三原（１９９９）は４番目に個

人的な情報の提供をあげているが、一般的には

告白できないような個人的な感情や経験を表出

できるということは、メンバー間に情緒的サ

ポートがあることに他ならないため、ここでは

③の情緒的サポートのなかに含める。

④社会化：メンバーはセルフヘルプ活動を通し

て、社会的孤立感を克服し他の人々と交流がで

きるようになる。家族や地域社会における孤立

化は、そのメンバーの問題をさらに複雑にし、

悪化させることにつながる場合がある。痴呆と

診断された家族を介護する場合、絶望感から他

者と全く交流しないで一人で抱え込んでしまう

と、孤独や不安、疾患に対する誤解、将来への

絶望から生きる気力を失ったり、介護を放棄す

ることさえ起こりうる。メンバーの励ましや共

感によって孤独感が和らぎ、自分や要介護高齢

者、周囲の人々の存在について冷静に考えるこ

とができるようになることで、再び生活意欲が

湧いてくるのである。

⑤自己信頼と自尊心の獲得：セルフヘルプ活動を

通してメンバーに自己信頼や自尊心が芽生え

る。自分自身の問題に立ち向かう勇気や自信、

信頼をもつ。すなわちセルフヘルプ活動によっ

て認知の再構成を行い、必要な技術を修得し、

仲間からの情緒的サポートを得て、個人が社会

化されることはエンパワメントのプロセスであ

り、個人がパワーを獲得することにつながる。

その結果、在宅で介護するなかで直面している

介護保険制度の壁や矛盾を是正していこうとい

うエネルギーが湧いてくるのである。一人では

声を挙げても声にならず小さな力に過ぎない

が、集団で声をあげることで大きな力になると

考えられるようになる。

以上セルフヘルプグループの活動の特徴を概観

すると、エンパワメントのプロセスに重要な役割

を果たすことがわかり、セルフヘルプ活動が目指

しているものはエンパワメントであると言える。

― ―１８６ 社 会 学 部 紀 要 第９６号



では実際に「介護者の会」の交流活動ではメン

バーにどのような反応がみられるのか、セルフヘ

ルプグループの視点から介護者の実際の声を追っ

てみたい。

１０月の茶話会には一般会員２５名、世話人３名、

ボランティアグループ４名、社会福祉協議会職員

１名が参加した。先述のようにこれまでは施設見

学およびケアマネジャーや管理栄養士による介護

保険の情報や栄養摂取についての講習などが実施

されて、その度毎にメンバー同士の交流は促進さ

れてきた。しかし、じっくりと互いの経験や悩み

事を分かち合う機会がなかった為、４か月が経過

したところで会のメンバー同士の交流をさらに深

める目的で開催された。当日参加したメンバーが

介護している高齢者の疾患は主にアルツハイマー

型もしくは脳血管性の痴呆症と脳梗塞の２つに大

きく分かれた。介護期間は３年から１５年まで、う

ち要介護５で寝たきりの高齢者は５名、すでに亡

くなったケース（OB）も５名いた。

［情緒的サポート］

＊介護中に相談する人がいないのが辛かった

（OB）

＊話を聞いてくれる人がいるのがありがたかっ

た、ストレス発散になるこのような会は良い

と思う（OB）

［社会化］

＊責任感はあるが、マイナス志向になるので、

できるだけこの会に出席して刺激を得て、前

向きになれるようにしたい

＊介護している自分が引きこもりになりがちで

社会から取り残される焦りを感じていた。平

日は福祉サービスをフル活用している。

［生活技術の学習］

＊体に気をつけて介護をしないと、ストレスが

溜まって体調を崩してしまう

＊見送った後、どんな思いが残るのか知りたい

＊一人暮しになってから要介護状態となるまで

にどのような準備をしておけば良いのか知り

たい

＊連絡体制の準備も大切

＊近所付き合いを深め、心配してくれる人を

作っておく。ボランティア、自治会などとの

ネットワークづくりをする

＊介護に関する情報や知識は大切。何でも医師

の言う通りにするのではなく、胃ろうやアル

ツハイマー症の介護についての知識を得てお

くことが必要

＊医師から胃ろうを何度も勧められたが断って

鼻腔にしている。本人の体には合っているよ

うで１０年以上続けている。

［認知の再構成］

＊介護保険制度は在宅介護に十分ではなく、不

公平に感じる。特に、要介護５であるために

ショートステイやデイサービスに受け入れら

れなかったり、胃ろうや吸引が必要で断られ

るのは酷い

＊相手に期待するのではなく、自分が変わるよ

りない

［自己信頼と自尊心の獲得］

＊介護の中にも自分を見失わないように生きて

いくことが大切（OB）

＊世間体を気にしないで介護をしよう

＊できるだけ人に頼って各種サービスを利用し

て、自分らしい生き方をした方がいい

以上のように介護者の反応にはセルフヘルプ活

動の特徴としてみられる５つの要素がすべて含ま

れている。介護中に相談できる人がいなかったこ

とが辛かったとする OBの意見からこのような会

に参加し互いの状況を話し合うことが情緒的なサ

ポートになり得ることが分かる。また、マイナス

志向になりがちであったり、引きこもりになりそ

うな自分が本会に参加することで社会化が図られ

ているとの実感が込められている。介護者の心

得、医療的ケアの必要な疾患に関する知識や情

報、見送った後の心構えなど生活技術の学習が話

題になっていることや、これまで自分だけで悩ん

できた介護保険制度の矛盾点について意見を述べ

ることで、他者の意見を聞き、認知の再構築も行

われている。さらに介護をするなかでも自分自身

を大切にすることの必要性が説かれ、エンパワメ

ントに向かって確実にそのプロセスを歩んでいる

ことがわかる。

これらメンバーへの活動の有用性に加えて、本

会の活動が実施されてから６か月後、市内の在宅
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介護支援センター全箇所において痴呆性高齢者お

よび要介護高齢者を在宅で介護している家族のセ

ルフヘルプグループ育成支援事業が実施されるこ

とになった。この目的は①在宅で介護している家

族の日頃の介護上の悩みや体験を話し合い、交流

することによって精神的負担の軽減を図り、在宅

生活の継続向上を図る、②介護についての知識お

よび介護者の健康づくり等を実施することにより

在宅における介護支援を図る、③地域において専

門職や住民、ボランティア等との連携を図ること

で在宅での介護者をとりまく地域ネットワークの

構築を促進する機会とすることとされている。活

動内容は、①介護者家族同士の情報交換および交

流、②介護方法や介護予防に対する知識・技術の

習得、③介護家族の健康づくり、④地域の関係機

関との連携の促進としている。こうしてみると、

「介護者の会」の目的、内容等において合致する

ものであり、本会のセルフヘルプグループとして

の取り組みが認められ、その影響が少なからず

あったものと推察される。

第４章 介護保険制度の今後に向けて

第１節 制度の見直し

今回の介護報酬の改定は、訪問介護の複合型廃

止、介護タクシーの報酬の適正化（訪問介護の特

別な類型として通常料金に介護報酬を上乗せす

る）、通所サービスの単価引き下げと延長サービ

ス加算、通所リハビリテーションにおける個別リ

ハビリの加算、居宅介護支援（ケアマネジャーの

報酬）における要介護度区分の廃止、新型特養

（全室個室・ユニットケアの特別養護老人ホーム）

の報酬項目の新設、低所得者への軽減措置（新型

特養の居住費）などが主な項目である。これらの

改定については、家族介護者にとって改悪となっ

た場合もある。例えば、訪問介護の家事援助が生

活援助となり、３０分未満の身体介護と合わせて報

酬単価が上がったことによってこれまでのような

利用が続けられなくなった人もいる。実質的な長

時間身体介護の廃止は高齢者のみの世帯や痴呆で

見守りを必要とする利用者にとって痛手となって

いる。介護タクシーの報酬の適正化も料金があ

がったことで通院や外出のための移動をより困難

にしかねない。個別リハビリの加算のお陰で限度

額を超えてしまうケースも見られ、通所の回数を

減らすという事態さえ招いている（ケアマネ

ジャー編集部，２００３）。

さらに、居宅介護支援についての報酬改定で

は、①ケアプランの交付、②月１回の利用者宅訪

問と３か月に１回のモニタリング、③要介護更新

認定時等のサービス担当者会議等、が行われない

場合はそれぞれ３割の減算対象となる。一方、４

種類以上のサービスを組みあわせたケアプランに

は１００単位の加算がされる。ケアプランの交付に

よって家族介護者も詳細を知ることができ、月１

回の訪問や適切なモニタリング、サービス担当者

間の連携はサービスの質を担保するためには不可

欠である。しかし、減算の対象とするというのは

これまでのケアマネジャーが専門家としての信頼

を得るにたりる仕事をしてこなかったというメッ

セージが隠されている。そのことが加算の対象で

ある４種類のサービスの組み合わせにつながって

いる。つまり、単品のケアプランばかり立ててい

るというケアマネジャーへの指導であると思われ

るが、この加算についてはケアマネジャーだけで

なく関係者は異口同音に疑問を投げかける（真

辺，２００３；白木，２００３）。すなわち、サービスを

４種類組み合わせれば良いケアプランとされるな

ら、「サービス優先アプローチ」を招きかねず、

かえって自立支援の理念を損ないかねない。サー

ビスの調整に時間をかけて丁寧にプランを立てて

いるということを評価したいのであれば、４種類

という根拠にはならず、隣近所の人や民生委員、

ボランティアなど地域のインフォーマルなシステ

ムを組み込む方がよほど調整には時間がかかる。

これらのインフォーマルなネットワークを使うこ

とで介護保険制度のサービスは１種類で十分な場

合もあり得ることを考えれば、ケアプランの質は

単なるサービスの種類数ではなく、利用者のニー

ズに対応し、できるだけ自立を支援することを目

指したプランの内容で評価されなければならな

い。

第２節 在宅福祉推進

前節において主な報酬改定を検討したが、残念

ながら厚生労働省の意図とは別に利用者や家族介
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護者のために必ずしも改善されたとは言いがたい

結果となっている。勿論、在宅介護をより一層支

援するための改定であったわけだが、特別養護老

人ホームの報酬が下げられ、訪問介護の家事援助

型の単価が引き上げられるにいたっては、実際に

在宅介護へのインセンティブが働くのかどうか疑

問は拭えない。介護サービスの利用を控える理由

のなかには１０％の利用料を負担とする声も少なく

ない（神戸市，２００２）が、一方でサービスの単価

を下げ利用者に使いやすいようにすれば、在宅福

祉サービスを提供する業者（介護労働者）の収入

が減少するという問題が出てくる。利用者や家族

の負担とサービス提供者の負担が天秤にかけられ

るという構造は介護保険が入る以前の福祉労働現

場ですでに存在しており、事態は何ら変わってい

ないとも指摘できる。今回の報酬改定や保険料の

見直しに伴い各市町村で利用者実態調査が行われ

たが、当事者である家族介護者は自分たちの声が

反映されたとは認識していないのが実情である。

家族介護者だけでなく、居宅介護支援に関する報

酬改定でケアマネジャーの評価は僅かながらあ

がったものの、まだ十分ではなく、減算加算など

の枠にはめられることで利用者への悪影響も懸念

される。このように在宅福祉の推進のためにサー

ビスをそろえるだけでは解決しない問題が数多く

残されている。とりわけ家族介護者の立場にたっ

て考えると、介護保険制度が実施されたことで介

護の負担が軽減されたと答えた３７％の人に注目し

介護保険の意義を声高に述べるだけでは済まされ

ず、介護保険制度になっても家族介護が前提にあ

ること、彼らが抱えている問題への支援は現行の

制度では単純には解決できないことを認識し、在

宅介護推進への実質的な支援策を打ち出す必要が

ある。

おわりに

本研究では、介護保険制度施行３年後の厚生労

働省による介護報酬の改定、および保険者である

市町村の保険料見直しの作業が終わった２００３年４

月をひとくくりとして、介護保険制度が本来目指

すところの高齢者の自立支援や在宅介護の推進が

具体化されているかどうかを当事者である家族介

護者の視点から検証した。介護保険制度の理念や

ねらいを再確認するとともに、制度の施行によっ

て家族介護者の現実はどのように変わったのかを

「介護者の会」の結成直前から結成後の８か月間

にわたり経過を観察した。結成前にそれぞれ訴え

ていた在宅介護の問題は介護保険制度が始まって

から生じたものであり、制度によって軽減されて

はいない。介護保険制度は全般にわたって評価を

受けているにもかかわらず、また家族介護者の負

担軽減に貢献したとの見解も共有されているなか

で、目前の家族介護者は苦悩を抱えていた。彼ら

の状況をどのように理解すればよいのか。統計調

査では見えてこない個々の家族介護者が抱える問

題を見過ごしては、介護の社会化を唱えた公的介

護保険制度の意義は絵に描いた餅に終わってしま

う。皆が制度に満足することは不可能であって

も、家族介護者がいることが前提で介護保険制度

が存在する以上、彼らを支える方策を真剣に考え

る必要がある。とりわけ、介護が困難とされる痴

呆症や医療ケアの必要な要介護者を抱える家族に

とって在宅介護を継続していくには通所系のデイ

サービス、デイケア、ショートステイなどが必須

であることは先に述べたとおりである。家族介護

者がいなければ重度の要介護者は在宅で暮らせな

い現状を見据え、セルフヘルプグループの活動等

をとおしてエンパワメントを実践することで家族

介護者自身の生活の質を保障していく必要があ

る。２年後に控えた介護保険制度の本格的な見直

しに向けて限られた対象者だけにとどまらず、今

後さらに広い範囲でエンパワメントの実践が求め

られている。
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An Issue for the Long-term Care Insurance System:

The need for empowerment of family caregivers

ABSTRACT

The long-term care insurance system was implemented in April, 2000. It was supposed

to encourage the elderly and their family caregivers to choose services they need most,

and support their independent living in a community as long as possible. However, it has

been noted that the family caregivers tend to choose institutional care rather than home

care because it is more convenient for family caregivers to let the elderly be

institutionalized. Due to this tendency, the elderly person who is at risk and needs

institutional care has a hard time finding a proper place. In spite of recent research done

by the government which indicates that some burdens of family caregivers are lessened,

there are still many family caregivers who suffer from a heavy burden of care.

The purpose of this study is to discover the real problems of these family caregivers

and discuss the need for empowerment of family caregivers. A focus group approach was

taken with the family caregivers’ self-help group in an urban city. Results indicate that the

caregivers of the elderly who need more personal care and medical care are mostly

suffering from inadequate support under the present system. Although they seek help, their

problems have not been solved because they do not have the means to influence the

system. Implications for the empowerment of these family caregivers and the use of self-

help groups are discussed.

Key Words: the long-term care insurance system, family caregivers, empowerment
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